
公的機関をかたった
医療費還付詐欺がありました
１月に、複数の家に公的機関をかたり、「医療費還

付詐欺」と思われる不審な電話があったとの相談や、

被害情報が入りました。その内容を紹介します。

社会保険事務所総務課職員を名乗る男性から「昨

年に払い戻す予定だった医療保険の『過誤診察業務

再審請求』がされていない。期限は切れたが、今か

らでも還付金を振り込むので、銀行の口座番号を教

えてほしい」と電話がありました。（70歳女性）

相談窓口から社会保険事務所に確認したが、『過誤

診察業務再審請求』という制度はないことが分かり、

警察にも、同じような届け出があったことが分かり

ました。

また、滋賀県医療給付課職員を名乗り、「医療給付

金の残金」があると、銀行のATM(現金自動預払機)

に誘い出された69歳の市民が、犯人の指示どおりに

操作させられた結果、298万円を送金させられたと

いう被害が発生しました。

公的機関名や還付という言葉にだまされ、個人情

報などを漏らすと、悪用される危険性や、ATM操作

を指示され被害に遭うおそれがあります。確定申告

の時期でもあります。じゅうぶん気をつけましょう。
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今月の納税 固定資産税（第４期） ２月29日 までに納めましょう

相談は信用できるところへ
多重債務について、一人で悩まず、相談しましょう。

生活環境課消費生活相談窓口

22 1411（内線173）、FAX27 0395

消費生活センター　 23 0999、FAX23 9030

滋賀弁護士会　 077 522 3238

滋賀県司法書士会（総合相談センター彦根）

077 527 5576

日本司法支援センター滋賀地方事務所

050 3383 5454

滋賀県クレジット・サラ金被害をなくす会連絡会

077 522 2118、FAX077 526 4583（担当・多々納）

077 510 1098、FAX077 510 1099（担当・橋元）

多
重
債
務
は

他
人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん

多
重
債
務
に
陥
る
原
因
は
、
ギ
ャ

ン
ブ
ル
や
無
計
画
な
生
活
態
度
ば
か

り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

思
い
が
け
な
い
失
業
や
事
故
、
病

気
な
ど
で
、
住
宅
ロ
ー
ン
や
子
ど
も

の
学
資
ロ
ー
ン
が
返
済
で
き
ず
、
返

済
の
た
め
に
借
金
を
重
ね
、
多
重
債

務
に
陥
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
き
っ
か
け
は
、
皆
さ
ん
の
身
近

に
あ
る
の
で
す
。

今
、
多
重
債
務
者
は
、
全
国
で
２

０
０
万
人
を
超
え
て
い
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

注
意
し
ま
し
ょ
う

多
重
債
務
者
を
狙
う

悪
質
業
者
が
増
え
て
い
ま
す

「
低
利
一
本
化
」「
無
審
査
」
な
ど

有
利
な
条
件
を
ち
ら
つ
か
せ
、「
貸
し

ま
す
詐
欺
」
や
「
ヤ
ミ
金
融
」
な
ど

の
悪
質
業
者
が
わ
な
を
張
っ
て
い
ま

す
。
貸
付
の
勧
誘
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
や
電
話
が
多
く
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
新
聞
折
込
み
な
ど
の
債
務

整
理
の
広
告
も
、
悪
質
業
者
で
あ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

多
重
債
務
者
に
有
利
な
条
件
で
お

金
を
貸
す
金
融
機
関
は
あ
り
ま
せ
ん
。

融
資
す
る
の
で
は
な
く
、
多
重
債
務

者
か
ら
搾
り
取
る
の
が
目
的
で
す
。

相
談
窓
口
で
も
「
債
務
整
理
を
た

め
ら
っ
て
い
る
間
に
『
貸
し
ま
す
詐

欺
』
な
ど
の
被
害
に
あ
っ
た
」
と
い

う
相
談
が
増
加
し
て
い
ま
す
。（
事
例

は
、
改
め
て
紹
介
し
ま
す
）

そ
こ
で
、
多
重
債
務
に
陥
っ
た
時
、

解
決
し
て
い
く
た
め
の
方
法
を
次
に

紹
介
し
ま
す
。
早
め
に
相
談
し
ま
し

ょ
う
。

自
己
破
産

裁
判
所
に
申
し
立
て
、

全
財
産
（
差
し
出
し
不
要
と
認
め
ら
れ

た
も
の
は
除
く
）
を
差
し
出
す
代
わ

り
に
、
残
り
の
借
金
返
済
を
免
除

し
て
も
ら
い
ま
す
。

個
人
民
事
再
生

裁
判
所
に
申
し

立
て
、
収
入
の
範
囲
で
の
返
済
計

画
を
作
り
、
裁
判
所
に
認
め
て
も

ら
っ
た
う
え
で
、
そ
の
計
画
に
基

づ
い
て
返
済
し
て
い
き
ま
す
。
借

金
の
大
幅
な
減
額
が
可
能
で
、
住

宅
を
失
わ
ず
に
す
む
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。（
要
件
が
い
く
つ
か
あ
り
ま

す
）

任
意
整
理

裁
判
所
を
頼
ら
ず
、

金
融
業
者
と
話
し
合
い
で
解
決
す

る
方
法
で
す
。

特
定
調
停

簡
易
裁
判
所
で
、
裁

判
官
と
調
停
委
員
が
金
融
業
者
と

話
し
合
い
、
借
金
総
額
を
適
正
に

計
算
し
直
し
、
決
ま
っ
た
額
を
返

済
し
て
い
き
ま
す
。
手
続
き
が
簡

単
で
、
自
分
で
で
き
る
の
で
費
用

は
実
費
の
み
で
す
。

の
処
理
は
弁
護
士
や
司
法

書
士
に
依
頼
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。

費
用
は
、
法
律
扶
助
の
制
度
を
利

用
す
れ
ば
、
無
理
の
な
い
金
額
で
の

分
割
払
い
が
で
き
ま
す
。


